日頃の感謝を込めて　お客様各位
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絶賛好評中！
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当　麻田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日中はまだまだ暑い日が続いていますが、夜はめっきり涼しくなって過ごし

やすくなりましたね。体調を崩しやすいので注意してくださいね。　
さて、今月のテーマはです。

子供がいないご夫婦の場合、遺言書を書くことをお勧めしています。

例えば夫が先に亡くなった場合、相続人は妻および夫の親（直系尊属）になり、先に夫の親が死亡している場合は妻および夫の兄弟姉妹になります。

法定相続分は妻３／４、兄弟姉妹１／４になります。

兄弟姉妹が複数いるときは１／４を更に頭割りし、兄弟姉妹が死亡した夫より先に死亡している場合は甥、姪まで相続分が承継されます。

兄弟姉妹が法定相続人である以上相続手続きには兄弟姉妹の協力が不可欠です。この場合、妻から夫の兄弟姉妹に遺産分割を持ちかけることになります。はっきり言ってしまえば、兄弟姉妹の法定相続分を権利放棄してもらい、すべての遺産を妻が相続することのお願いです。
夫婦間としてはすべての遺産を妻が取得するのが当たり前に思いますが、法律上兄弟姉妹に相続権がある以上、妻から権利放棄をお願いするというかたちになってしまいます。

これは少なからず妻の負担になるのはないでしょうか。

そこで、子供がいない夫婦においてはお互いに先に死亡した場合は全財産を配偶者に相続させるとの遺言をお願いしたいと思います。

兄弟姉妹には遺留分は存在しません。妻にすべての遺産を取得させる旨の遺言を書けば、妻のみが遺産のすべてを相続し、親族間の争いを未然に防ぐことができるかもしません。
遺言書を書くなんて縁起でもないという気持ちになり、気の進まない方も多いと思います。

しかし、遺言は配偶者に負担をかけないための手段であると考え方を変えて頂きたいのです。

「どの専門家に相談すればいいか分からない！」そのような時はぜひ一度弊社にご相談下さい。


このマガジンを持参頂いた方は相談無料です。知人・友人の方でもＯＫ！


子供がいないご夫婦と遺言





～～～　今月のスタッフ紹介　～～～


氏　名：麻田　雄人　　出身地：　京都市　　趣　味：野球観戦　


コメント：皆様のお力になれるよう誠意をもってがんばります。　





あなたのサポ－タ－でありたいと思っています。お気軽にご相談下さい。


司法書士法人　Ｆ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ


京都市中京区烏丸通六角西南角　第１１長谷ビル5Ｆ
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フリ－ダイヤル　0120-356-652


E-Mail　f-office@256.co.jp　　　　ＨＰ　http://www.256.co.jp/


土曜日、日曜日そして祝日も営業いたしております。








